
令和２年度 権利擁護・地域生活定着支援セミナー 

“再出発”人との繋がりを支える 開催要項 

 

開催要項 

 

 

１．目 的                                  

厚生労働省では、平成 21 年度より『地域生活定着支援事業(現:地域生活定着促進事業)』を創設

し、高齢や障がいのために福祉的支援を必要とする矯正施設退所者について、福祉サービスの利用

を通じての社会復帰の支援を推進しています。本県におきましても、平成 22年 6月 1日に『地域生

活定着支援センター』を大分市に設置し、地域や県内外関係機関等との支援体制の構築を進めてい

ます。 

地域生活定着支援センターでは自立した生活を営むことが困難と認められる者に対し矯正施

設退所後、直ちに福祉的支援を行ってきました。これにより社会と矯正施設を行き来してい

た退所者の生活環境が改善され、負の連鎖からの脱却につながっていきます。 

本年度は、「“再出発”人との繋がりを支える」をテーマとし、青少年の居場所に関する課題に焦点

を置き、実際の取り組みや支援の実情を講師の方からお話しいただき、理解を深めることを目的と

いたしました。 

 

２．主 催                                

大分県／社会福祉法人恩賜
財団済生会支部大分県済生会日田病院／社会福祉法人大分県社会福祉協議会 

 

３．後 援 ※順不同                             

公益社団法人大分県社会福祉士会、大分県精神保健福祉士協会、大分県医療ソーシャルワーカー

協会、大分県精神科病院協会、大分県民生委員児童委員協議会、大分県児童養護施設協議会、大分県

保育連合会、大分県更生保護女性連盟、大分県保護司会連合会、大分刑務所、大分保護観察所、中津

少年学院、大分少年院、大分少年鑑別所、更生保護法人大分県更生保護協会、更生保護法人豊州保護

会、特定非営利活動法人大分県就労支援事業者機構、大分県発達障がい者支援センターECOAL（イコ

ール）、大分県ＢＢＳ連盟、大分県警察本部、大分県障害者相談支援事業推進協議会、ぱすたの会(お

おいた「非行」と向き合う親たちの会) 

 

４．開催日時・会場                                 

日時：令和２年１２月１２日（土） １３：００～１６：００ 

会場：大分県総合社会福祉会館 4階大ホール 

 

５．申込・定員・参加費  ※事前の申し込みが必要です。                               

申込締切：令和２年１１月３０日（月）  

別紙チラシ裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、大分県あんしんサポート

センター宛（097-551-5454）に FAX または郵送にてお申し込みください。  

定  員：８０名(申込受付順とさせていただきます。)  

※定員になり次第締切。大分県社会福祉協議会のホームページにてお知らせいたします。 

 参 加 費：無 料 

  



６．アクセス                            

 〒870-0907 大分市大津町 2 丁目 1 番 41号 

（TEL：097-558-0305） 

 ※駐車場には限りがございます。 

＜交通経路＞ 

 バ  ス：大分駅前 6番乗り場「大洲運動公園行」 

大空団地下車徒歩 2分（170円） 

 タクシー：大分駅前から約 15分（約 1,100円） 

 

 

７．プログラム                             

時  間 内  容 

12：30～13：00 受付 

13：00～13：15 開会・オリエンテーション 

13：15～14：00 

【 行政説明 】 

「子ども・若者を支えるネットワークについて 

～大分県子ども・若者支援地域協議会を中心に～」 

 大分県私学振興・青少年課 主幹 髙橋 徹弥 様 

【 活動報告 】 

「大分県内における権利擁護体制整備と 

子どもの居場所づくりについて」 

 社会福祉法人大分県社会福祉協議会 地域福祉部 

14：00～14：10 休憩 

14：10～15：40 

【 基調講演 】 

「子どもたちの居場所づくりに関わって  

～元総長のふれ愛義塾～」 

 講師：田川ふれ愛義塾 理事長 工藤 良 氏 

15：40～ 謝辞・閉会 

 

●●●講師プロフィール●●● 

中学 2 年で暴走族「極連曾」に加入。18 歳で 3 代目総長となる。その後

暴走行為等で少年院に入院するが、22 歳の時に覚せい剤の現行犯で逮

捕。自責の念から拘置所で更生を決意し、平成 14 年にボランティア団体

GOKURENKAI を結成。かつての仲間とボランティア活動を始める。 

平成 18年、子ども達の駆け込み寺「田川ふれ愛義塾」を設立し、学校・社

会への復帰や自立を支援する等、青少年の健全育成に向けた活動を展開。

平成 20 年 NPO 法人 TFG（田川ふれ愛義塾）を設立し、現在理事長を

務める。 

 



８．参加対象者                                  

 一般県民、学生、民生委員・児童委員、行政職員、社会福祉協議会職員、社会福祉施設・福祉関係

団体職員、医療機関・団体職員、矯正施設（刑務所、少年院等）職員、教育関係者、更生保護に携わ

る職員等 

 

９．その他                                 

(１) 参加申込書に記載された個人情報については、本セミナーを運営する目的の範囲内（参加名 

簿の作成と講師への配布を含む）で使用し、他の目的で使用することはありません。 

(２) 会場準備のため必ず事前申し込みをお願いします。 

(３) 新型コロナウイルス感染症対策のため、当日はマスク着用をお願いいたします。また入口に 

て手指消毒と検温にご協力お願いいたします。 

(４) 当日感染対策のため、定期的に換気を行います。会場が寒い場合もありますので、防寒着等

(厚手の上着、ひざ掛け等)のご準備をお願いいたします。 

(５) 新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず中止とさせていただく場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

 

１０．問い合わせ                               

①大分県地域生活定着支援センター（担当：大田黒） 

 〒870-0021 大分市府内町 1丁目 6番 11号 小財ビル 201 

 TEL : 097-536-5105 FAX : 097-536-5106 

 

②大分県あんしんサポートセンター（担当：森） 

 〒870-0907 大分市大津町 2丁目 1番 41号 

 TEL : 097-551-0110 FAX : 097-551-5454 


